
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局

古
社
寺
宝
物
調
査
団
が
帰
京
し
て
間
も
な
く
、
九
月
二
十
七
日
に
宮
内
省
に

臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
が
設
置
さ
れ
、
古
美
術
保
護
行
政
は
一
歩
前
進
し
た
。

委
員
長
に
は
九
鬼
隆
一
が
就
任
し
、
辻
新
次
（
文
部
次
官
）
、
田
中
芳
男
（
元
老

院
議
官
）
、
小
牧
昌
業
（
内
閣
書
記
官
長
）
、
桜
井
能
監
（
小
松
宮
別
当
）
が
委
員

に
、
ま
た
、
川
田
剛
（
非
職
、
元
宮
内
省
四
等
出
仕
）
、
山
高
信
離
（
博
物
館
長
）
、

寺
尾
秋
介
（
内
務
省
社
事
局
長
）
、
岡
倉
覚
三
（
東
京
美
術
学
校
幹
事
）
、
重
野
安
繹

（
修
史
局
編
輯
長
）
が
取
調
掛
に
任
命
さ
れ
た
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
文
部
、
宮
内

両
省
と
の
雇
用
契
約
に
よ
っ
て
当
然
こ
の
組
織
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、

な
せ
か
除
外
さ
れ
て
い
る
。
翌
十
月
下
旬
、
再
び
九
鬼
隆
一
を
委
員
長
と
し
て

滋
賀
県
下
の
社
寺
宝
物
調
査
が
行
わ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
東
京
美
術
学
校
職
員
の
中
枢
部
は
宮
内
省
管
轄
下
に
古
美

術
保
護
行
政
の
確
立
が
進
む
中
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
美
術
教
育
と
古
美
術
保
護
と
を
切
り
離
し
得
な
い
も
の
と
し
て
と
ら
え

る
九
鬼
、
岡
倉
、
浜
尾
ら
の
美
術
局
設
立
運
動
開
始
以
来
の
考
え
方
に
基
づ
く

も
の
で
、
こ
の
考
え
方
は
の
ち
に
東
京
美
術
学
校
と
帝
国
博
物
館
と
の
密
接
な

事
業
提
携
に
お
い
て
一
層
明
瞭
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
岡
倉
ら
が
森
文
相

の
美
術
師
範
学
校
設
置
案
に
屈
せ
ず
そ
の
美
術
学
校
設
立
方
針
を
貫
く
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
古
美
術
保
護
を
国
家
の
重
要
課
題
と
し
て

力
を
入
れ
て
い
た
伊
藤
博
文
あ
る
い
は
宮
内
省
当
局
に
支
持
さ
れ
、
保
護
行
政

の
面
で
も
不
可
欠
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

当
時
の
文
部
省
直
轄
学
校
の
学
年
始
め
は
九
月
で
あ
り
、
東
京
美
術
学
校
も

九
月
に
開
校
の
予
定
で
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
（
前
出
二
月

八
日
付

『朝
野
新
聞
』
参
照
）
、
開
校
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
翌
年
二
月
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
遅
れ
た
原
因
は
上
記
の
古
社
寺
宝
物
調
査
が
予
定
よ
り
大
幅
に
延

長
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

調
査
を
一
時
休
止
し
て
帰
京
し
た
岡
倉
（
八
月
二
十
五
日
帰
京
）
ら
は
開
校
準

備
を
急
い
だ
。
新
聞
や
雑
誌
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

0
東
京
美
術
學
校
岡
倉
覺
一
―
―
其
他
諸
氏
が
兼
て
計
聾
中
の
東
京
美
術
學

校
は
目
下
諸
事
概
ね
整
頓
し
今
度
上
野
教
育
博
物
舘
を
借
受
け
同
所
へ
移

轄
の
上
開
校
す
る
由
に
て
設
立
の
主
旨
は
専
ら
本
邦
固
有
の
美
術
を
振
興

す
る
に
在
り
て
生
徒
も
箪
に
學
術
に
の
み
碕
ら
ず
能
＜
天
稟
を
査
察
し
て

篤
志
な
る
者
を
取
り
且
つ
往
々
は
女
子
を
も
募
集
す
る
由
學
科
は
聾
學
、

彫
刻
、
蒔
箱
、
陶
器
、
籍
漆
器
、
繍
物
等
本
邦
特
有
の
美
術
を
教
授
し
将

来
盆
々
規
模
を
宏
大
に
す
る
目
的
に
て
岡
倉
氏
も
京
坂
地
方
美
術
取
調
を

了
り
て
蹄
京
せ
し
に
依
り
協
議
の
上
右
博
物
舘
の
都
合
次
第
開
校
の
都
合

な
り
と
云
ふ

（
『
万
報

一
覧
』
第

一
八
七
号
。
明
治
二
十
一
年
九
月
五
日
）

第
五
節
規
則
の
制
定
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